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３．評価対象とする施策 

 

（１）低公害車の普及 

①税制上の措置 

現行の低公害車の普及を図るため、税制上のインセンティブ措置として

「自動車税のグリーン化」(2001 年度新規導入)、自動車取得税の軽減措置

が実施されている。 

具体的には、自動車税について、税収中立を前提に、低公害車は税率が軽

減され、車齢の高い自動車は重課される。また、自動車取得税について、低

燃費かつ低排出ガス認定車に対し取得価格から３０万円を控除する特例、Ｃ

ＮＧ自動車、メタノール自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、旧型デ

ィーゼル車を廃車して取得する最新規制適合車等に対し税率を軽減する特

例を設けている（図３－１）。 

 

１．自動車税の重軽課（新規）１．自動車税の重軽課（新規）

　　　　

１．低公害車を購入した場合は軽課、環境負荷の大きい古い型式の自動車に対しては重課

２．自動車税の重軽課は、軽課と重課とがバランスする税収中立で設定

　　　　

軽課 ・　電気、圧縮天然ガス、メタノール車　 　５０％軽減（２年間）

・　☆☆☆かつ低燃費車 　　　　　　　 ５０％軽減（２年間）

　　（☆☆☆は、排出ガスが最新規制値の１／４以下の自動車）

　

・　☆☆かつ低燃費車　 　　　　　　 　　　　２５％軽減（２年間）

　　（☆☆は、排出ガスが最新規制値の１／２以下の自動車）

・　☆かつ低燃費車　　　　　　　　　　 　　　１３％軽減（２年間）　

　（☆は、排出ガスが最新規制値の３／４以下の自動車）

※　H13.4.1～H14.3.31に新車新規登録を受けた場合にH14年度・H15年度分の自動車税が軽減
※　 H14.4.1～H15.3.31に新車新規登録を受けた場合にH15年度・H16年度分の自動車税が軽減
※　低燃費車 ： 改正省エネ法に基づく２０１０年新燃費基準達成車

・　車齢１１年超のディーゼル車　　　　　　　　　　１０％重課

・　車齢１３年超のガソリン車　　　　　　　　　　　　１０％重課
　

※　 H14.3.31までに車齢11年あるいは13年を超えた場合はH14年度以降重課
※　 H15.3.31までに車齢11年あるいは13年を超えた場合はH15年度以降重課
※　一般乗合用バス、低公害車は除く。

※　車齢とは、新車新規登録を受けてからの経過年数。

重課

図３－１ 低公害車等に対する税制上の優遇措置（2001～2002 年度制度） 
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２．自動車取得税の軽減２．自動車取得税の軽減

（１）ディーゼル車の廃車代替（新規）

（３）最新排出ガス規制適合車の早期取得特例

軽課

Ｈ１４．４．１～Ｈ１５．９．３０　　　　　　　　　１．０％の軽減

Ｈ１５．１０．１～Ｈ１６．２．２８　　　　　　　　０．１％の軽減

・　平成１５年排出ガス規制適合車（ディーゼル中量トラック、
ディーゼル重量トラック）の取得

軽課
・　旧型ディーゼル車を廃車して取得する最新規制適合車

ＮＯｘ法特定地域内　　　　２．３％の軽減

　　（営業用　３％→０．７％　　自家用　５％→２．７％）

ＮＯｘ法特定地域外　　　　０．５％の軽減

・改正ＮＯｘ法に基づく廃車代替
　Ｈ１４．３．２　～　Ｈ１５．３．３１　　　　　　２．３％の軽減
　Ｈ１５．４．１　～　Ｈ１７．３．３１　　　　　　１．９％の軽減
　Ｈ１７．４．１　～　Ｈ１９．３．３１　　　　　　１．５％の軽減
　Ｈ１９．４．１　～　Ｈ２１．３．３１　　　　　　１．２％の軽減

Ｈ１３．４．１　～　Ｈ１５．３．３１　　　　　　０．５％の軽減

・　低燃費車かつ☆（排出ガスが最新規制値の３／４以下の自動車）

　の取得

軽課

課税標準：取得価格から３０万円を控除

Ｈ１３．４．１　～　Ｈ１５．３．３１までの取得

（２）低公害車特例

・　低燃費車かつ☆（排出ガスが最新規制値の３／４以下の自動車）

　の取得

軽課

課税標準：取得価格から３０万円を控除

Ｈ１３．４．１　～　Ｈ１５．３．３１までの取得

（２）低公害車特例

軽課 ・　電気自動車等の取得

電気、メタノール、圧縮天然ガス、ハイブリッド車（バス・トラック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．７％の軽減

ハイブリッド車（乗用車 ）　　　　　　　　　　　 ２．２％の軽減

Ｈ１３．４．１　～　Ｈ１５．３．３１までの取得

軽課 ・　電気自動車等の取得

電気、メタノール、圧縮天然ガス、ハイブリッド車（バス・トラック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．７％の軽減

ハイブリッド車（乗用車 ）　　　　　　　　　　　 ２．２％の軽減

Ｈ１３．４．１　～　Ｈ１５．３．３１までの取得

Ｈ１３．４．１～Ｈ１４．９．３０　　　　　　　　　１．０％の軽減

Ｈ１４．１０．１～Ｈ１５．２．２８　　　　　　　　０．１％の軽減

・　平成１４年排出ガス規制適合車（ガソリン軽トラック、
ディーゼル乗用車、ディーゼル軽量トラック）の取得
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②低公害車導入等補助 

2001 年度より、早急に大型ディーゼル車に起因する大気汚染対策を進め

る観点から自動車 NOx・PM 法対策地域内のバス・トラックを対象に、地方公

共団体が行うディーゼル微粒子除去装置（PM の排出量を減少させる装置（Ｄ

ＰＦ・酸化触媒））の導入に係る補助に対して、その補助の半額を間接補助

する制度を創設した。 

また、環境自動車開発・普及戦略会議緊急提言（2001 年 7 月）、低公害車

開発普及アクションプラン（2001 年 7 月）、経済財政諮問会議における国土

交通大臣報告（2001 年 9 月）などにおいても、ＣＮＧ自動車などの既に実

用段階にある低公害車の短期集中的な導入に取り組む必要性が指摘された

ため、2002 年度からは従前のディーゼル微粒子除去装置の補助制度にＣＮ

Ｇバス・トラック、ハイブリッドバスの低公害車導入に対する補助を加え、

地方公共団体と協調して支援する措置（低公害車導入については１／４、た

だし、通常車体価格との差額の１／２が限度。ディーゼル微粒子除去装置に

ついては装置の価格（装着費用を含む）の１／４）を講じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境自動車開発・普及総合戦略会議の緊急提言（2001 年 7 月）（抄） 

低公害車の本格な普及が阻害されているのは、低公害車の価格が「高い」、高い

ためにユーザーが「買わない」、従ってメーカーが「作らない」という負のトライ

アングルに陥っていることがあり、この現状を打破するためは、短期集中的に低

公害車を導入することが効果的であり、大量普及への道を開くためには、国のイ

ニシアチブが不可欠である。 

低公害車開発普及アクションプラン（2001 年 7 月）（抄） 

市場自立化に向けた動きを一層加速化するため、支援措置の大幅拡充を目指す。

特に三大都市圏を中心に NOx・PM の削減を図るため、環境負荷の大きいバス・トラ

ックをターゲットに支援措置の大幅拡充を目指し、ＣＮＧトラック、ＬＰＧトラッ

ク等、既に実用段階にある低公害車の短期集中的な導入に取り組む。 

経済財政諮問会議 国土交通大臣報告（2001 年 9 月）（抄） 

３大都市圏における集配用トラック 3 万 1000 台、バス 1200 台を低公害車に代替

することで、トラック、バスから排出される NOx・PM が少なくとも 25％削減される

旨を国土交通大臣から報告されている。 
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③国による率先導入 

2001 年 5 月の内閣総理大臣所信表明演説・閣議発言において、全ての一般

公用車について、2002 年度以降 3年を目途にこれを低公害車に切り替える旨

の低公害車率先導入方針が示された。また、2001 年 4 月に全面施行された「国

等による環境物品の推進等に関する法律（グリーン購入法）」においても、電

気自動車、ＣＮＧ自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、低燃費

かつ超低排出ガス認定車（☆☆☆）は、一般公用車として調達を推進すべき

環境物品に指定されている。また、2003 年度からは低燃費かつ低排出ガスと

認定された燃料電池自動車が対象に加えられることとなっている。これら低

公害車率先導入方針及びグリーン購入法に基づき、一般公用車を低公害車に

切り替えるべく、積極的に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低公害車の開発 

①燃料電池自動車 

2001 年度には、次世代低公害車評価技術事業として、燃料電池自動車の国

内外における技術開発の状況、高圧水素や高電圧部品、燃料電池スタック等

の安全性等に関する技術水準等に関して調査を行った。 

さらに 2002 年度から、公道走行を開始した燃料電池自動車を大量生産する

ために必要となる、いわゆる「型式指定」を可能とするため、燃料電池自動

車の衝突安全性、耐水性能、高電圧安全性能等に関する基準を策定するため

の調査を実施している。 

 

②次世代低公害車 

環境自動車開発・普及総合政略会議報告書（2001 年 12 月）にもあるように、

排出ガス性能を2005年に予定されている排出ガス規制よりもさらに大幅に低

減させた大型ディーゼル車に代替可能な次世代低公害車の開発を一層促進す

るため、次世代低公害車に係る開発期間の短縮や開発コスト削減に資する基

小泉総理の指示（2001.5.8 閣議発言） 

①原則として全ての一般公用車について、平成 14 年度以降３年を目途にこ

れを低公害車に切り替えること 

②平成 13 年度においても、交換車両は全て低公害車とする努力をすること 
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礎技術を、国が率先して確立する必要がある。 

このことから、2001 年度には、次世代低公害車技術評価事業として、ＤＭ

Ｅ（ジメチルエーテル）自動車等の代替燃料自動車に関する国内外における

技術開発の状況やその実用性・安全性等について調査を行った。 

2002 年度からは、次世代低公害車の開発促進プロジェクトとして、ＤＭＥ

自動車、次世代ハイブリッド自動車、スーパークリーンディーゼル車等の次

世代低公害車の試作車を開発し、技術基準の整備等を行っている。 

 

 
環境自動車開発・普及総合政略会議報告書（2001 年 12 月）（抄） 

大気環境汚染への負荷が極めて大きい現行の大型車に対して、これに代替

し得る排出ガスがゼロに近い次世代低公害車の技術開発を早急に進めるべ

きである。 


